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４
８
９
０
）に
予
約
の
う
え
、
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

※
相
談
希
望
日
の
１
か
月
前
か
ら
前

日
ま
で
受
け
付
け
ま
す
。
ま
た
、
相

談
の
際
は
年
金
手
帳
を
ご
用
意
く
だ

さ
い
。

●
国
民
年
金
に
つ
い
て
学
ぶ
た
め
の

●
国
民
年
金
に
つ
い
て
学
ぶ
た
め
の

動
画
を
視
聴
で
き
ま
す

動
画
を
視
聴
で
き
ま
す

　

日
本
年
金
機
構
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
↓

年
金
の
制
度
・
手
続
き
↓「
年
金
に

つ
い
て
学
ぼ
う
」に
掲
載
し
て
い
ま
す
。

問
保
険
医
療
課
℡
28
―
８
０
１
６

女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

強
化
週
間

　

11
月
12
日
㈮
か
ら
18
日
㈭
ま
で
は
、

全
国
一
斉「
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ

イ
ン
」強
化
週
間
で
す
。

　
「
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」は
、

女
性
を
巡
る
さ
ま
ざ
ま
な
人
権
問
題

に
つ
い
て
の
相
談
を
受
け
付
け
る
専

用
相
談
電
話
で
す
。
期
間
中
は
受
付

時
間
を
延
長
し
て
対
応
し
、
解
決
に

導
き
ま
す
。

全
国
共
通
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル　

０
５
７

０
―
０
７
０
―
８
１
０

強
化
週
間
中
の
受
付
時
間　

平
日
＝

８
時
30
分
〜
19
時
、
土
・
日
曜
日
＝

10
時
〜
17
時

通
常
受
付
時
間　

８
時
30
分
〜
17
時

15
分（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
、
年
末

年
始
を
除
く
）

問
札
幌
法
務
局
滝
川
支
局
℡
23
―
２

３
３
０

滝
川
市
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー

冬
期
指
定
種
目

●第１体育館（11月～令和４年４月）●第１体育館（11月～令和４年４月）
区
分

午前
９時～12時

午後１
12時～15時

午後２
15時～18時

夜間
18時～21時

月 休　　館　　日

火 ミニバレー
自　　由

ミニバレー
自　　由

ソフトテニス（中学生）
自　　由

バドミントン
バレーボール

水 バドミントン
卓球･バウンド

バドミントン
卓　　球 自　　由 バドミントン

バスケット

木 自　　由 自　　由 自　　由 ソフトテニス（高・一般）
陸　　上

金 バドミントン
卓球･バウンド

バドミントン
卓　　球 自　　由 バドミントン

バレーボール

土 ソフトテニス（小学生）
ソフトテニス

ソフトテニス（中学生）
自　　由

ソフトテニス（高校生）
自　　由

ソフトテニス
（一般）

日 自　　由 自　　由 テニス・自由 テニス

●第２体育館（11月～令和４年４月）●第２体育館（11月～令和４年４月）
区
分

午前
９時～12時

午後１
12時～15時

午後２
15時～18時

夜間
18時～21時

月 休　　館　　日

火 バドミントン
自　　由

ソフトテニス
（一般）

フットサル
（小・中学生） テニス

水 自　　由 自　　由 ソフトテニス
（中学生）

卓　　球
バスケット

木 ソフトテニス
（一般） 自　　由 フットサル

（小・中学生） フットサル

金 自　　由 自　　由 自　　由 卓　　球
バドミントン

土 フットサル
（小・中学生） 自　　由 自　　由 自　　由

日 自　　由 自　　由 テニス テニス

※
専
用
利
用（
貸
館
）に
よ
り
、
こ
の

指
定
種
目
表
ど
お
り
に
は
個
人
利
用

で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。
詳
し

く
は
、
各
月
に
発
行
す
る
利
用
予
定

表
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

女
性
に
対
す
る

暴
力
を
な
く
す
運
動

　

毎
年
11
月
12
日
〜
25
日
は「
女
性

に
対
す
る
暴
力
を
な
く
す
運
動
」期

間
で
す
。

　

配
偶
者
や
パ
ー
ト
ナ
ー
か
ら
の
暴

力
、
性
犯
罪
、
売
買
春
、
セ
ク
シ
ュ

ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
、ス
ト
ー
カ
ー

行
為
な
ど
の
女
性
に
対
す
る
暴
力
は
、

女
性
の
人
権
を
著
し
く
侵
害
す
る
も

の
で
あ
り
、
男
女
共
同
参
画
社
会
を

形
成
し
て
い
く
う
え
で
克
服
す
べ
き

重
要
な
課
題
で
す
。

　

こ
の
運
動
期
間
を
き
っ
か
け
に
、

女
性
に
対
す
る
暴
力
防
止
に
つ
い
て

考
え
、
暴
力
の
な
い
社
会
づ
く
り
を

進
め
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

問
く
ら
し
支
援
課
℡
28
―
８
０
１
２

自
転
車
駐
輪
場
の
冬
期
閉
鎖

　

市
内
７
か
所
の
自
転
車
駐
輪
場
は
、

冬
期
間
閉
鎖
し
ま
す
の
で
、
自
転
車

は
閉
鎖
日
ま
で
に
お
引
き
取
り
く
だ

さ
い
。
な
お
、
期
日
ま
で
に
引
き
取

ら
れ
な
か
っ
た
自
転
車
は
、
放
置
物

件
と
し
て
処
理
し
ま
す
の
で
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

閉
鎖
箇
所　

駅
前
広
場
駐
輪
場
、
滝

川
市
自
転
車
駐
車
場（
た
き
か
わ
観

光
国
際
ス
ク
エ
ア
横
）、
Ｊ
Ｒ
駐
車

場
横
駐
輪
場
、
大
町
３
丁
目
１
番
駐

輪
場
、
大
町
４
丁
目
１
番
駐
輪
場
、

江
部
乙
中
央
通
駐
輪
場
、
市
役
所
敷

問
滝
川
市
ス
ポ
ー
ツ
協
会
℡
23
―
４

６
１
７

市
・
道
民
税
の
特
別
徴
収
の
完

全
指
定
お
よ
び
給
与
支
払
報
告

書（
総
括
表
）の
送
付
に
つ
い
て

　

事
業
主
は
、
地
方
税
法
の
規
定
に

よ
り
、
従
業
員
の
個
人
住
民
税
を
特

別
徴
収
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ

て
い
ま
す
。

●
個
人
住
民
税
の
特
別
徴
収
と
は　

　

所
得
税
の
源
泉
徴
収
と
同
様
に
、

従
業
員
の
個
人
住
民
税
を
毎
月
の
給

与
か
ら
天
引
き
し
、
市
に
納
入
す
る

制
度
で
す
。

●
対
象
の
事
業
所
に
つ
い
て　

　

特
別
徴
収
を
実
施
す
る
義
務
が
あ

る
と
思
わ
れ
る
事
業
所
に
は
、
11
月

中
に
総
括
表
を
送
付
し
ま
す
。
従
業

員
の
給
与
支
払
報
告
書（
個
人
別
明

細
書
）と
と
も
に
提
出
し
、
令
和
４

年
度
か
ら
の
特
別
徴
収
に
対
応
し
て

い
た
だ
く
よ
う
準
備
を
お
願
い
し
ま

す
。

　

ま
た
、
総
括
表
が
届
い
て
い
な
い

事
業
所
に
つ
い
て
も
、従
業
員
に
市
・

道
民
税
が
課
税
さ
れ
る
場
合
に
は
、

原
則
特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
り
市
・

道
民
税
を
納
め
て
い
た
だ
く
こ
と
に

な
り
ま
す
の
で
、
ご
承
知
お
き
く
だ

さ
い
。

提
出
先　

令
和
４
年
１
月
１
日
現
在

地
内
駐
輪
場

閉
鎖
日　

11
月
30
日
㈫

問
く
ら
し
支
援
課
℡
28
―
８
０
１
２

犬
の
飼
い
方
の
ル
ー
ル
と

マ
ナ
ー
に
つ
い
て

　

飼
い
主
は
、
正
し
い
犬
の
飼
い
方

を
守
り
、
他
の
人
に
迷
惑
を
か
け
な

い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

○
犬
の
放
し
飼
い
は
、
や
め
ま
し
ょ

う　
　

犬
の
放
し
飼
い
は
、「
滝
川
市
畜
犬

取
締
り
及
び
野
犬
掃
討
条
例
」に
よ

り
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

敷
地
外
に
放
た
れ
な
い
よ
う
対
策

す
る
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
道
路

や
公
園
、
河
川
敷
な
ど
で
散
歩
さ
せ

る
と
き
は
、
必
ず
リ
ー
ド
を
使
用
し

て
他
人
の
迷
惑
に
な
ら
な
い
よ
う
に

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

自
分
の
犬
は
、「
人
に
危
害
を
与
え

な
い
」、「
逃
げ
な
い
」と
い
う
の
は
理

由
に
な
り
ま
せ
ん
。
放
れ
た
犬
は
野

従
業
員
の
住
民
登
録
が
あ
る
市
町
村

提
出
期
限　

令
和
４
年
１
月
31
日
㈪

問
税
務
課
℡
28
―
８
０
１
９

滝
川
市
事
業
者
緊
急
支
援
金
の

申
請
は
お
済
み
で
す
か

　

ま
ん
延
防
止
等
重
点
措
置
や
緊
急

事
態
宣
言
の
発
令
に
よ
り
、
事
業
の

継
続
に
支
障
を
き
た
し
て
い
る
事
業

者
の
皆
さ
ん
を
支
援
す
る
た
め
、
滝

川
市
の
支
援
金
を
給
付
し
て
い
ま
す
。

対
象　

国
の『
月
次
支
援
金
』や
北
海

道
の『
道
特
別
支
援
金
Ｂ
』に
お
い
て
、

令
和
３
年
５
月
ま
た
は
６
月
を
対
象

月
と
し
て
給
付
を
受
け
た
事
業
者
の

方申
請
方
法　

市
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
掲
載
さ
れ
て
い
る
申
請
方
法（
市

公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
↓
組
織
案
内
↓

産
業
振
興
課
↓「
滝
川
市
事
業
者
緊

急
支
援
金
に
つ
い
て
」）を
ご
確
認
の

う
え
、
必
要
書
類
を
郵
送
ま
た
は
窓

口
に
て
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

問
産
業
振
興
課
℡
28
―
８
０
３
０

国
税
に
関
す
る
申
告・面
接
相
談

は「
事
前
予
約
」が
必
要
で
す

　

税
務
署
で
は
、
納
税
者
の
皆
さ
ん

に
お
待
ち
い
た
だ
く
こ
と
な
く
ス

ム
ー
ズ
に
申
告
や
面
接
相
談
が
で
き

る
よ
う
、「
事
前
予
約
制
」を
実
施
し

て
い
ま
す
。

　

申
告
・
面
接
相
談
を
希
望
す
る
方

は
、
電
話
で
相
談
日
時
を
予
約
し
て

犬
と
み
な
し
、
捕
獲
さ
れ
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

　

放
し
飼
い
を
し
な
い
こ
と
は
、
飼

い
主
の
基
本
ル
ー
ル
で
す
。

○
犬
の
ふ
ん
は
、
持
ち
帰
り
ま
し
ょ

う
　

散
歩
時
の
犬
の
ふ
ん
を
持
ち
帰
る

こ
と
は
、
飼
い
主
と
し
て
の
最
低
限

の
マ
ナ
ー
で
す
。

○
飼
育
場
所
を
清
潔
に
し
ま
し
ょ
う

　

近
所
に
不
快
感
を
与
え
な
い
よ
う

に
、
ま
た
犬
の
健
康
の
た
め
、
飼
育

場
所
は
、常
に
清
潔
に
し
ま
し
ょ
う
。

○
犬
に
無
駄
吠ぼ

え
を
さ
せ
な
い
よ
う

に
し
ま
し
ょ
う　

　

犬
の
無
駄
吠
え
は
、
近
所
迷
惑
と

な
り
ま
す
。
吠ほ

え
る
原
因
と
な
る
も

の
を
除
き
、
愛
情
を
も
っ
て
根
気
よ

く
し
つ
け
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

問
く
ら
し
支
援
課
℡
28
―
８
０
１
３

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
申
請
の

お
手
伝
い
を
し
ま
す

　
「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
作
り

く
だ
さ
い
。

※
予
約
状
況
に
よ
り
、
相
談
日
時
は

希
望
に
添
え
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

問
滝
川
税
務
署
℡
22
―
２
１
９
１

税
を
考
え
る
週
間

　

11
月
11
日
㈭
〜
17
日
㈬
は「
税
を

考
え
る
週
間
」で
す
。
市
民
の
皆
さ

ん
に
税
の
意
義
や
役
割
に
つ
い
て
の

理
解
を
深
め
て
も
ら
う
た
め
、
税
の

無
料
相
談
会
を
実
施
し
ま
す
。

●
税
の
無
料
相
談
会

●
税
の
無
料
相
談
会

日
時　

11
月
17
日
㈬　

10
時
〜
12
時
、

13
時
〜
15
時

場
所　

市
役
所
２
階　

図
書
館
ロ

ビ
ー

相
談
員　

市
内
税
理
士

対
象
税
目　

所
得
税
、
相
続
税
、
贈

与
税

●
電
話
に
よ
る
無
料
相
談

●
電
話
に
よ
る
無
料
相
談

日
時　

11
月
11
日
㈭　

10
時
〜
15
時

相
談
先　

市
内
各
税
理
士
事
務
所

※
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

問
滝
川
税
務
署
℡
22
―
２
１
９
１

11
月
は「
児
童
虐
待
防
止

推
進
月
間
」で
す

　

児
童
虐
待
は
社
会
全
体
で
解
決
す

る
べ
き
問
題
で
す
。
あ
な
た
の
気
づ

き
に
よ
っ
て
大
切
な
命
が
守
ら
れ
ま

す
。
虐
待
か
も
し
れ
な
い
と
思
っ
た

ら
す
ぐ
に
お
電
話
く
だ
さ
い
。

○
い
つ
も
子
ど
も
の
泣
き
声
が
す
る
。

募　

集

募　

集

講
・
催

講
・
催

ス
ポ
ー
ツ

ス
ポ
ー
ツ

生　

活

生　

活

福　

祉

福　

祉

健　

康

健　

康

そ
の
他

そ
の
他

募　

集

募　

集

講
・
催

講
・
催

ス
ポ
ー
ツ

ス
ポ
ー
ツ

生　

活

生　

活

福　

祉

福　

祉

健　

康

健　

康

そ
の
他

そ
の
他

た
い
け
ど
申
請
方
法
が
わ
か
ら
な

い
」、「
写
真
を
用
意
す
る
の
が
難
し

い
」と
い
う
方
の
た
め
に
、
職
員
が

顔
写
真
を
無
料
で
撮
影
し
て
、
カ
ー

ド
申
請
の
お
手
伝
い
を
し
ま
す
。

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
申
請
が

簡
単
に
で
き
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

場
所　

市
民
課
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
交
付
円
滑
化
推
進
室（
市
役
所
１

階
）14
番
窓
口
・
江
部
乙
支
所

持
ち
物　

必
須
必
須　

運
転
免
許
証
な
ど
の
本
人
確

認
書
類

お
持
ち
の
方
は

お
持
ち
の
方
は　

申
請
書（
以
前
送

付
さ
れ
た
も
の
）、
通
知
カ
ー
ド
、

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド

※
申
請
は
本
人
の
み
と
な
り
ま
す（
代

理
申
請
は
で
き
ま
せ
ん
）。

※
カ
ー
ド
は
後
日（
約
１
か
月
後
）郵

送
し
ま
す
。

※
休
日
・
夜
間
で
も
申
請
で
き
る
日

が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
お
買
い
物
つ
い
で
に
マ
イ
ナ
ン

●
お
買
い
物
つ
い
で
に
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド

バ
ー
カ
ー
ド

　

お
買
い
物
つ
い
で
に
、
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
が
申
請
で
き
ま
す
。
ま

だ
お
持
ち
で
な
い
方
は
、
ぜ
ひ
こ
の

機
会
に
作
り
ま
し
ょ
う
。

日
時　

11
月
９
日
㈫　

10
時
〜
15
時

場
所　

イ
オ
ン
滝
川
店

問
市
民
課
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
交

付
円
滑
化
推
進
室
℡
28
―
８
０
１
４

○
不
自
然
な
傷
が
多
い
子
ど
も
が
い

る
。

○
服
装
が
季
節
や
体
に
合
っ
て
い
な

い
子
ど
も
が
い
る
。

○
夜
遅
く
ま
で
外
に
い
て
、
帰
り
た

が
ら
な
い
子
ど
も
が
い
る
。

○
小
さ
な
子
ど
も
を
置
い
て
頻
繁
に

外
出
し
て
い
る
。　

な
ど

※
通
報
者
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
は
法
律

で
保
護
さ
れ
ま
す
。
匿
名
で
の
通
報

も
可
能
で
す
。
虐
待
で
な
か
っ
た
と

し
て
も
責
任
を
問
わ
れ
る
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
。

通
報
先　

こ
ど
も
家
庭
相
談
室
、
岩

見
沢
児
童
相
談
所（
℡
０
１
２
６
―

22
―
１
１
１
９
）、
児
童
相
談
所
虐

待
対
応
ダ
イ
ヤ
ル（
℡
１
８
９
）、
緊

急
の
場
合
は
滝
川
警
察
署（
℡
24
―

０
１
１
０
）

問
こ
ど
も
家
庭
相
談
室
℡
23
―
５
２

１
７

「
ね
ん
き
ん
月
間
」お
よ
び

「
年
金
の
日
」

　

日
本
年
金
機
構
で
は
、
公
的
年
金

制
度
に
対
す
る
理
解
を
深
め
て
い
た

だ
く
た
め
に
、
毎
年
11
月
を「
ね
ん

き
ん
月
間
」と
し
、
11
月
30
日
を「
年

金
の
日
」と
し
て
い
ま
す
。

●
年
金
に
関
す
る
ご
相
談

●
年
金
に
関
す
る
ご
相
談

　

ご
自
身
の
年
金
記
録
や
受
給
見

込
み
額
に
つ
い
て
相
談
を
希
望
す

る
方
は
砂
川
年
金
事
務
所（
予
約

受
付
専
用
電
話
０
５
７
０
―
05
―


